
第
1
回
定
例
会 

議
案
審
議

条
例
改
正
等

◆
千
曲
市
・
坂
城
町
等
公
平

委
員
会
共
同
設
置
規
約
の
一

部
改
正

　

千
曲
市
・
坂
城
町
等
公
平

委
員
会
を
共
同
設
置
す
る
地

方
公
共
団
体
に
六
ケ
郷
用
水

組
合
を
加
え
、
共
同
設
置
す

る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増

加
及
び
規
約
の
変
更
を
行

う
。

◆
坂
城
町
会
計
年
度
任
用
職

員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
手

当
に
関
し
て
、
勤
勉
手
当
の

支
給
対
象
と
な
る
要
件
を
定

め
、
支
給
額
の
算
出
方
法
や

そ
の
他
規
定
に
つ
い
て
は
、

町
の
正
規
職
員
と
同
様
に

扱
う
も
の
と
し
、
令
和
７
年

度
か
ら
新
た
に
勤
勉
手
当
の

支
給
を
行
う
た
め
改
正
を
行

う
。

◆
坂
城
町
長
期
継
続
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契

約
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

正
　

近
年
の
地
方
公
共
団
体
の

事
務
処
理
に
お
い
て
情
報
処

理
シ
ス
テ
ム
等
の
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
活
用
が
進
み
、
使

用
許
諾
契
約
に
よ
り
事
業
者

が
保
有
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

を
利
用
す
る
形
態
が
増
加
す

る
中
、複
数
年
度
の
契
約
で
、

よ
り
効
率
的
、
安
定
的
な
行

政
運
営
に
資
す
る
も
の
も
あ

る
こ
と
か
ら
改
正
を
行
う
。

 

◆
坂
城
町
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

　

町
が
行
う
一
般
廃
棄
物
の

収
集
、運
搬
に
つ
い
て
、下
水

道
の
普
及
に
よ
る「
し
尿
」

及
び「
家
庭
雑
排
水
汚
泥
」

の
収
集
量
減
少
や
、
燃
料
価

格
等
の
高
騰
が
あ
る
中
、
事

業
の
安
定
化
の
た
め
、
一
般

廃
棄
物
処
理
手
数
料
に
つ
い

て
改
定
を
行
う
。

◆
坂
城
町
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者

を
除
く
特
定
地
域
型
保
育
事

業
者
に
お
け
る
、
保
育
内
容

支
援
及
び
代
替
保
育
に
係
る

連
携
協
力
を
行
う
保
育
所
、

幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園

な
ど
連
携
施
設
の
確
保
に
つ

い
て
、著
し
く
困
難
で
、一
定

の
要
件
を
満
た
す
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
小
規
模
保
育

事
業
者
な
ど
連
携
協
力
者
の

確
保
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
改
正
を
行
う
。

◆
坂
城
町
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
改
正

　

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に

お
け
る
、
保
育
内
容
支
援
及

び
代
替
保
育
に
係
る
連
携
協

力
を
行
う
保
育
所
、
幼
稚
園

又
は
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
連

携
施
設
の
確
保
に
つ
い
て
、

著
し
く
困
難
で
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
小
規
模
保
育
事
業

者
な
ど
連
携
協
力
者
の
確
保

令和6年度一般会計補正予算
（主なもの）

◆第８号補正額：△2,551万円
　歳入

　町税 9,000万円
　地方消費税交付金 7,513万円
　国庫支出金 △1億272万円
　繰入金 △6,017万円

　歳出
　温泉管理事業 　703万円
　介護・訓練等給付費 　750万円
　道路新設改良一般事業 　958万円
　保健福祉等複合施設整備基金への積立金
 2億2,251万円
　電算一般経費 △2,506万円
　児童手当 　　△5,500万円
　予防接種事業 　△2,160万円
　Ａ01号線道路改良事業 △2,165万円

　主に、歳入、歳出全般にわたる事務事業の清算
に伴う補正

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
改
正
を
行
う
。

　

ま
た
、
栄
養
士
法
が
改
正

さ
れ
、
栄
養
士
免
許
を
取
得

せ
ず
と
も
管
理
栄
養
士
免
許

の
取
得
が
可
能
と
な
っ
た
こ

と
か
ら「
栄
養
士
」
と
規
定

さ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て

「
管
理
栄
養
士
」を
加
え
る
。

◆
坂
城
町
運
動
場
条
例
の
一

部
改
正

　

令
和
元
年
東
日
本
台
風
の

際
に
流
出
し
、
使
用
を
停
止

し
た「
鼠
橋
運
動
公
園
運
動

場
」及
び
坂
城
大
橋
上
流
側

に
あ
る「
千
曲
運
動
場
」
に

つ
い
て
削
除
す
る
。

◆
坂
城
町
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
改
正

　

県
の
運
営
方
針
に
沿
い
、

4
方
式
か
ら
3
方
式
に
よ
る

賦
課
と
す
る
た
め
、
資
産
割

を
廃
止
し
必
要
な
税
額
確
保

に
向
け
、
均
等
割
・
平
等
割

の
税
額
改
正
を
行
う
。

◆
坂
城
町
消
防
団
員
等
公
務

災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正

　

損
害
補
償
の
額
の
算
定

の
基
礎
と
な
る 

「
補
償
基
礎

額
」
と「
扶
養
に
係
る
補
償

基
礎
額
の
加
算
額
」を
改
定

す
る
。

◆
坂
城
町
消
防
団
員
に
係
る

退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

　

退
職
報
償
金
支
給
額
の

基
礎
と
な
る
勤
務
年
数
に
、

新
た
に「
35
年
以
上
」
の
区

分
を
追
加
し
、
階
級
ご
と
の

退
職
報
償
金
支
給
額
を
定
め

る
。
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